様式第1号（第6条関係）

東温市結婚新生活支援事業助成金交付申請書兼請求書

令和　　年　　月　　日　
（宛先）東温市長

東温市結婚新生活支援事業助成金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。

１　申請者等
	
	申請者
	配偶者

	（フ　リ　ガ　ナ）
氏　　　　　　名
	
	

	
	
	

	生年月日（和暦）
（婚姻日における年齢）
	年　　月　　日
（　　歳）
	年　　月　　日
（　　歳）

	住所
	〒　　‐

	□申請者と同じ　□申請者と異なる
〒　　-


	婚姻日
	令和　年　月　日



２　助成金申請額等　※該当区分に☑を入れてください。
	住宅費用等
	上限額Ⓐ
	□29歳以下で世帯所得500万円未満　　　　　　　　600,000円
□29歳以下で世帯所得500万円以上660万円未満　　200,000円
□39歳以下で世帯所得500万円未満　　　　　　　　300,000円
□継続補助世帯（前年度上限額　　     円－受給額　    　円＝  　　　　円）

	
	対象経費Ⓑ
	経費内訳表の合計額を記入
	円

	
	申請額
	ⒶとⒷのうち、少ない方の金額を記入
	円

	省エネ・
時短家電
購入費用
	上限額Ⓒ
	□29歳以下で世帯所得500万円未満　　　　　　　　200,000円
□29歳以下で世帯所得500万円以上660万円未満　　200,000円
□継続補助世帯（前年度上限額　　     円－受給額　    　円＝  　　　　円）

	
	対象経費Ⓓ
	経費内訳表の合計額を記入
	円

	
	申請額
	ⒸとⒹのうち、少ない方の金額を記入
	円

	助成金申請額　※太枠の合計金額を記入
	円



３　補助要件の実施　※継続補助世帯は記入不要
	実施した講座等に☑
	□（ア）ライフデザイン支援講座等の受講
□（イ）プレコンセプションケアにかんする講座等の受講
□（ウ）医療機関への妊娠・出産に関する相談
□（エ）共家事・共育て講座等の受講
実施日：令和　　年　　　月　　　日　実施講座名等（　　　　　　　　　）



４　振込先口座　※申請者本人が口座名義人になっているものに限ります。
	金融機関名
※いずれかに○
	
	銀行・金庫
組合・（　　　）
	
	本店・支店
支所・出張所

	預金種別
※いずれかに○
	普通・当座
	口座番号
※右詰めで記入
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	


（裏面へ）
５　添付書類
〇新規申請
（1）全員が用意するもの　
　 □本申請書兼請求書　□経費内訳表　□住民票の写し（世帯全員の記載があるもの）
　□夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は婚姻証明書等の婚姻日が確
認できる書類
　 □夫婦の前年の所得証明書(4、5月に申請する場合は、前々年)
　 □講座等の受講証明書　□振込先口座番号が分かる書類等の写し　□事業アンケート
（2）該当する方が用意するもの
　 □奨学金の返済額が分かる書類等の写し(所得証明書の期間と同一期間内のものに
限る。)
（3）住宅取得費用で申請する方が用意するもの
　 □工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
　 □建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し
　 □位置図、建物配置図及び建物平面図
　 □工事内訳書の写し及び住宅の全景写真
　 □補助の対象となる経費の領収書又はその写し
（4）リフォーム費用で申請する方が用意するもの
　 □工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し　□位置図
□工事内訳書の写し及び工事完了後の写真　
□補助対象となる経費の領収書又はその写し
（5）住宅賃借費用で申請する方が用意するもの
　	□建物賃貸借契約書の写し
　 □給与所得のある夫婦の住宅手当支給証明書(住宅手当を受給している場合のみ)
　 □補助の対象となる経費の領収書又はその写し
（6）引越費用で申請する方が用意するもの
　 □補助対象期間内に行われたことが確認できる領収書又はその写し及びその他書類
（7）省エネ・時短家電購入費用で申請する方が用意するもの
　 □補助の対象となる経費の領収書又はその写し
〇継続申請
　□本申請書兼請求書　□経費内訳表　□振込先口座番号が分かる書類等の写し
　□補助対象となる経費の領収書等又はその写し　□事業アンケート
【同意書・誓約事項】
この助成金交付申請に当たり、下記の事項について同意・誓約します。
（1）この申請書及び添付書類の内容は、全て事実と相違ありません。
（2）世帯全員が、暴力団員等に該当しません。
（3）市税等を滞納していません。
（4）生活保護法に基づく保護を受けていません。
（5）助成対象経費について、本市、国その他の地方公共団体による助成金等の金銭の給付を受けていません。
（6）過去に、地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る助成金（他の自治体での受給を含む。）の交付を受けていません。
（7）申請の内容の審査に必要な範囲で、市税等の納付状況、生活保護の受給状況その他助成金の受給資格に関する事項について、市が調査・収集することに同意します。
（8）助成金の交付申請した日から１年以上、継続して本市に居住する意思があります。
（9）助成金の交付の後に、助成対象者の要件に該当していない事実や不正等が発覚したときは、速やかに助成金を返還します。
申請者氏名（自署）　　　　　　　　　　 　　　
配偶者氏名（自署）　　　　　　　 　　　　　　

